
なるべくエビデンスに基づき、資料を作成しておりますが、
状況は刻一刻と変わり、現時点での見解が今後も正しいとは限りません。
エビデンスがない部分は個人の見解も含みますので、注意してお使い下さい。

新型コロナウイルス感染を
のりこえるための説明書

諏訪中央病院　玉井医師作成

諏訪中央病院ホームページ、 茅野市ホームページで公開中です

諏訪中央病院の玉井道裕医師が作成している 「新型コロナウイルス感染をのりこえるための説明書」。 新型

コロナウイルスについて分かりやすいということで、 テレビでも紹介されています。 １月には 「オミクロン

株編」 （全 24 ページ） が公開されました。 市民の皆さんもご一読ください。

※上記ページは抜粋したページです。 全ページをご一読ください。

茅野市ホームページ （ファイルサイズ縮小版）諏訪中央病院ホームページ

オミクロン変異株って

どんなウイルス？

オミクロンに対する

ワクチン３回目の効果は？

コロナの治療って

何するの？

令和４年度　長野県民交通災害共済
問　市民課 市民係　☎72-2101 （内線 254）

◆見舞金  　　　　万円　～ 　　　　　　　万円

◆対象となる事故

　 ・ 道路上を運行中の自動車、 バイク、 自転車等に

よる衝突、 転落、 接触等の事故

　 ・ 運行中の電車、 バス、 タクシー、 航行中の航空機・

船舶による事故

　※日本国内での事故に限る 

◆加入要件

　 ・ 令和４年４月１日以降茅野市に居住している方

　 ・ 大学生など被扶養者で就学のため市外に居住し

ている方

　※０歳から義務教育終了前までの幼児 ・ 児童 ・ 生

徒（令和４年４月１日現在）は、市で会費を負担し、

一括して加入手続きをしますので申し込みの必要

はありません。

◆会員の期間

　 令和４年４月１日～令和５年３月 31 日

　 ４月１日以降に申し込みの場合は、 会費納入日の

翌日から開始

◆申込方法

加入申込書に会費 （１人 400 円） を添え、 区 ・ 　

自治会または所定の金融機関などを通じてお申し

込みください。

申込期限　３月 31 日 （木）

※詳しい手続き方法は、 区 ・ 自治会を通じて配布し

ましたチラシ、 または市ホームページをご覧くださ

い。

◆公費負担の申請が必要な方

下記の方は、 市で会費を負担しますが、 事前に申

請が必要になります。 市役所各担当窓口で手続き

をしてください。

◎母子 ・ 父子家庭、 寡婦 （65 歳まで）

　　・ ・ ・ こども課

※交通災害共済でいう寡婦とは、 市に母子家庭の届

け出をしていた方です。

◎身体障害者 ・ 知的障害者 ・ 精神障害者の手帳を

　　お持ちの方、 生活保護を受給している方

　　・ ・ ・ 地域福祉課

手続きの期限　３月 11 日 （金）

（実入院・実通院２日） （死亡）
２ 100

information
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

問　非課税世帯給付金担当　☎72-2101 （内線 567 ・ 568）
福祉21推進係　☎72-2101 （内線 302 ・ 303 ・ 304）

◆対象

　【対象①】 令和3年12月10日に茅野市に住民登録

 があり、 世帯全員の 「令和３年度住民税

 （均等割）」 が非課税の世帯

　【対象②】 「令和３年度住民税（均等割）」が課税され

 ているが、 新型コロナウイルス感染症の

 影響で収入が減少し「住民税非課税相当」

 の収入となった世帯 （家計急変世帯）

◆手続き方法

　【対象①】 確認書をお送りしました。 必要事項を

 ご記入のうえ、 ご返送ください。

　【対象②】 申請が必要です。 申請時点で茅野市に

 住民登録のある方は申請してください。

◆窓口

　 2月15日（火）〜庁舎2階東側エレベーターホールに

　 専用窓口を開設します。

◆申請受付開始　

　 【対象①】 2月15日 （火）〜

　 【対象②】 3月中旬予定　（決まり次第、 ホームペー

　　　　　　　　 ジ等でお知らせします。）

◆申請期限

　 【対象①】 確認書到着後３か月以内

　 【対象②】 ９月30日 （金）

◆支給方法　口座振込

　　　　　　　　　3月上旬から順次振込予定です。

◆支給額　１世帯当たり10万円

※制度の詳細や支給の条件および

　 日程等については、 市ホーム

　 ページをご覧ください。
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ピックアップ情報

お知
らせ

information

募集

こ こ ろ の
健康づくり ３月は全国自殺対策強化月間です

問　税務課諸税係　☎72-2101 （内線 180）

軽自動車、 バイクの各種手続きはお済みですか？
～令和４年３月末までに確実な変更手続きを～

麻疹
95％

軽自動車税 （種別割） は、 ４月１日現在の軽自動車等の所有者または使用者に対して年額が課税されます。

以下のような場合には、 ３月末までに手続きをしてください。

※松本 ・諏訪ナンバーの車両については、 代行機関の 【自家用自動車協会諏訪支部　☎： 0266-52-2244】
　 でも手続きができる場合があります。 （代行手数料がかかります）
～普通自動車については下記へお問い合わせください。 ～
　 ○普通自動車の各種手続きについて　【長野運輸局支局　松本自動車検査登録事務所　☎050-5540-2043】
　 ○普通自動車の自動車税について　【長野県南信県税事務所諏訪事務所　☎57-2905】

☆軽自動車等を譲渡 （売買） した方 名義の変更︕
☆軽自動車等を廃棄した方 登録の抹消︕
☆転入された方、 市外へ転出される方 住所の変更︕

☆亡くなられた方の名義の軽自動車

名義の変更︕
継続して所有

廃棄する
登録の抹消︕

車　　種 手続き場所
原動機付自転車（125㏄以下のバイク）

トラクター
茅野市役所税務課　諸税係
☎72-2101（内線180）

軽四輪・軽三輪
軽自動車検査協会　長野事務所松本支所

☎050-3816-1855

軽二輪（125㏄超250㏄以下のバイク）
二輪小型（250㏄超のバイク）

長野運輸支局　松本自動車検査登録事務所
☎050-5540-2043

申込 ・ 問　都市計画課　住宅係　☎72-2101 （内線 537）

市営住宅 ・ サンコーポラス旭ヶ丘団地　入居者募集

申込資格

以下の条件をすべて満たしている必要があります

①既に同居または同居しようとする親族がいる方

②世帯の合計月収が、 15 万 8 千円以下の方。 た

だし、 高齢者世帯 ・障害者世帯 ・中学校卒業ま

での子がいる世帯等21万 4千円以下の方

サンコーポラス旭ヶ丘団地は 15 万 8 千円を超え

38万 7千円以下の方

③住宅に困っていることが明らかな方

④市内に居住されている方または市内に勤務場所

を有する方

⑤市町村税を滞納していない方

⑥本人または既に同居、 若しくは同居しようとする

方が暴力団員でない方

申込受付期間
２月２8日 （月） ～３月14日 （月）
8時30分～17時

入居可能日
4月 1日 (金 )

入居説明 ・抽選会

茅野市営住宅設置及び管理条例により選考します、

なお、 申込者多数の場合は抽選となります。

日時　　　月　　　　　日 （金） 13時 30分～

場所　茅野市役所議会棟大会議室

※当日は、必ずマスクを着用していただくとともに、

体調がすぐれない場合は会場にお越しになる前

に都市計画課までお電話にてご連絡ください。

3 18

※表の見方　間取りの数字は部屋数　「ＤＫ」 はダイニングキッチン 「Ｙ」 は浴室 （風呂付）　
※ひばりヶ丘団地E 棟は 60歳以上の夫婦または単身者向け、 小坂団地は 2人以上での入居者向けです。

団　地　名 建設年度 構造 間取り 募集戸数 家　賃

ひばりヶ丘団地　E棟 平成17年度 耐火 1DKY ３戸 13,900円～20,700円

小坂団地　C棟 平成元年度 耐火 3DKY 1戸 19,000円～28,300円

サンコーポラス旭ヶ丘 平成6年度 耐火 3DKY 10戸 36,000円～40,000円

手続き場所

問　地域創生課 地域創生係　☎72 ‐ 2101 （内線 232）問　地域創生課 広報係　☎72-2101 （内線 235）

内容

茅野市に企業版ふるさと納税

をしてくださった企業のご紹介

地方創生応援税制 （企業版ふるさと納税） は、

国が認定した地方公共団体の地方創生プロ

ジェクトに対して、 市外に本社がある企業か

ら寄附により応援していただく税制度です。

令和３年12月時点で、 令和２年度には２社、

令和３年度には１社からご寄附をいただきまし

た。 いただいたご寄附は 「茅野市地域創生推

進事業～若者に 「選ばれるまち」 の実現を目

指して～」 の各事業に活用しています。

寄附をしていただいた企業

令和２年度

◆株式会社ヒトヒトプロモーション　様

　　（東京都港区 ・映像、 音楽、 Web制作）

◆株式会社ヤマウラ　様

　　（長野県駒ケ根市 ・建設業）

令和3年度

◆伸和コントロールズ株式会社　様

　　（神奈川県川崎市 ・製造業）

身近な相談機関
長野県精神保健福祉センター
 ☎026-266-0280 （平日 8:30 ～ 17:1５）

こころの健康相談統一ダイヤル（自殺予防のための相談）
 ☎0570-064-556 （平日 9：30～16：00、 18：00～22：00）

いのちの電話（さまざまな心の悩み・自殺問題）
 自殺予防のいのちの電話　毎月 10 日☎0120-783-556
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （8 ： 00 ～ 24 時間）
 長野　026-223-4343 （毎日 11 ： 00 ～ 22 ： 00）
 松本　0263-29-1414 （毎日 11 ： 00 ～ 22 ： 00）

諏訪保健福祉事務所
 ☎0266-57-2927 （平日 8:30 ～ 17:15）

市の相談窓口　平日 8：30 ～ 17：15（土・日・祝日除く）

健康づくり推進課（健康管理センター内）
 ☎0266-82-0105
 ※臨床心理士によるこころの健康相談の紹介等
東部保健福祉サービスセンター【地域】玉川・豊平・泉野
 ☎0266-82-0026 
西部保健福祉サービスセンター【地域】宮川 ・ 金沢
 ☎0266-82-0073 
中部保健福祉サービスセンター【地域】ちの・米沢・中大塩
 ☎0266-82-0107 
北部保健福祉サービスセンター【地域】北山 ・ 湖東
 ☎0266-77-3000

こころの不調を

ひとりで我慢しないで

ひとりで

抱え込まないで
勇気を出して

相談してみよう

本人でなくても

相談できます

NPO 法人自殺対策支援センター ライフリンク
SNS やチャットによる自殺防止の相談を行います。
月 ・ 火 ・ 木 ・ 金 ・ 日 ： 17 時～ 22 時 30 分
水 ： 11 時～ 16 時 30 分 Twitter↑

＠yorisoichat
LINE↑

＠yorisoi-chat
チャット↑

https://yorisoi-chat.jp/

内容

申込期間

申込条件

市広報紙 「広報ちの」 有料広告の令和４年度

分の募集を開始します。

今年度から申し込みを第一期と第二期に分け

て受け付けます。

【第一期】 5月号（5月1日発行）分〜令和5年4月号

令和４年度分の希望枠を出していただき、 市

側で掲載枠の調整を行います。

【第二期】 6月号（6月1日発行）分〜令和5年4月号

第一期で申し込みのなかった枠の中から先着

順で掲載できます。

茅野市広報紙広告掲載実施要領をご覧ください。

【第一期】 ３月 1 日（火）～11日（金）

【第二期】 ３月23日（水）～随時受付

応募方法 申込書、広告原稿、事業概要の分かるもの （パ

ンフレット等）、 市外事業者の場合は納税証

明書を持参または郵送で提出してください。

実施要領の確認、 申込書のダウンロードはホームペー

ジからお願いします。

令和４年度

「広報ちの」広告募集

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
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お知
らせ
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募集

こ こ ろ の
健康づくり ３月は全国自殺対策強化月間です

問　税務課諸税係　☎72-2101 （内線 180）

軽自動車、 バイクの各種手続きはお済みですか？
～令和４年３月末までに確実な変更手続きを～

麻疹
95％

軽自動車税 （種別割） は、 ４月１日現在の軽自動車等の所有者または使用者に対して年額が課税されます。

以下のような場合には、 ３月末までに手続きをしてください。

※松本 ・諏訪ナンバーの車両については、 代行機関の 【自家用自動車協会諏訪支部　☎： 0266-52-2244】
　 でも手続きができる場合があります。 （代行手数料がかかります）
～普通自動車については下記へお問い合わせください。 ～
　 ○普通自動車の各種手続きについて　【長野運輸局支局　松本自動車検査登録事務所　☎050-5540-2043】
　 ○普通自動車の自動車税について　【長野県南信県税事務所諏訪事務所　☎57-2905】

☆軽自動車等を譲渡 （売買） した方 名義の変更︕
☆軽自動車等を廃棄した方 登録の抹消︕
☆転入された方、 市外へ転出される方 住所の変更︕

☆亡くなられた方の名義の軽自動車

名義の変更︕
継続して所有

廃棄する
登録の抹消︕

車　　種 手続き場所
原動機付自転車（125㏄以下のバイク）

トラクター
茅野市役所税務課　諸税係
☎72-2101（内線180）

軽四輪・軽三輪
軽自動車検査協会　長野事務所松本支所

☎050-3816-1855

軽二輪（125㏄超250㏄以下のバイク）
二輪小型（250㏄超のバイク）

長野運輸支局　松本自動車検査登録事務所
☎050-5540-2043

申込 ・ 問　都市計画課　住宅係　☎72-2101 （内線 537）

市営住宅 ・ サンコーポラス旭ヶ丘団地　入居者募集

申込資格

以下の条件をすべて満たしている必要があります

①既に同居または同居しようとする親族がいる方

②世帯の合計月収が、 15 万 8 千円以下の方。 た

だし、 高齢者世帯 ・障害者世帯 ・中学校卒業ま

での子がいる世帯等21万 4千円以下の方

サンコーポラス旭ヶ丘団地は 15 万 8 千円を超え

38万 7千円以下の方

③住宅に困っていることが明らかな方

④市内に居住されている方または市内に勤務場所

を有する方

⑤市町村税を滞納していない方

⑥本人または既に同居、 若しくは同居しようとする

方が暴力団員でない方

申込受付期間
２月２8日 （月） ～３月14日 （月）
8時30分～17時

入居可能日
4月 1日 (金 )

入居説明 ・抽選会

茅野市営住宅設置及び管理条例により選考します、

なお、 申込者多数の場合は抽選となります。

日時　　　月　　　　　日 （金） 13時 30分～

場所　茅野市役所議会棟大会議室

※当日は、必ずマスクを着用していただくとともに、

体調がすぐれない場合は会場にお越しになる前

に都市計画課までお電話にてご連絡ください。

3 18

※表の見方　間取りの数字は部屋数　「ＤＫ」 はダイニングキッチン 「Ｙ」 は浴室 （風呂付）　
※ひばりヶ丘団地E 棟は 60歳以上の夫婦または単身者向け、 小坂団地は 2人以上での入居者向けです。

団　地　名 建設年度 構造 間取り 募集戸数 家　賃

ひばりヶ丘団地　E棟 平成17年度 耐火 1DKY ３戸 13,900円～20,700円

小坂団地　C棟 平成元年度 耐火 3DKY 1戸 19,000円～28,300円

サンコーポラス旭ヶ丘 平成6年度 耐火 3DKY 10戸 36,000円～40,000円

手続き場所

問　地域創生課 地域創生係　☎72 ‐ 2101 （内線 232）問　地域創生課 広報係　☎72-2101 （内線 235）

内容

茅野市に企業版ふるさと納税

をしてくださった企業のご紹介

地方創生応援税制 （企業版ふるさと納税） は、

国が認定した地方公共団体の地方創生プロ

ジェクトに対して、 市外に本社がある企業か

ら寄附により応援していただく税制度です。

令和３年12月時点で、 令和２年度には２社、

令和３年度には１社からご寄附をいただきまし

た。 いただいたご寄附は 「茅野市地域創生推

進事業～若者に 「選ばれるまち」 の実現を目

指して～」 の各事業に活用しています。

寄附をしていただいた企業

令和２年度

◆株式会社ヒトヒトプロモーション　様

　　（東京都港区 ・映像、 音楽、 Web制作）

◆株式会社ヤマウラ　様

　　（長野県駒ケ根市 ・建設業）

令和3年度

◆伸和コントロールズ株式会社　様

　　（神奈川県川崎市 ・製造業）

身近な相談機関
長野県精神保健福祉センター
 ☎026-266-0280 （平日 8:30 ～ 17:1５）

こころの健康相談統一ダイヤル（自殺予防のための相談）
 ☎0570-064-556 （平日 9：30～16：00、 18：00～22：00）

いのちの電話（さまざまな心の悩み・自殺問題）
 自殺予防のいのちの電話　毎月 10 日☎0120-783-556
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （8 ： 00 ～ 24 時間）
 長野　026-223-4343 （毎日 11 ： 00 ～ 22 ： 00）
 松本　0263-29-1414 （毎日 11 ： 00 ～ 22 ： 00）

諏訪保健福祉事務所
 ☎0266-57-2927 （平日 8:30 ～ 17:15）

市の相談窓口　平日 8：30 ～ 17：15（土・日・祝日除く）

健康づくり推進課（健康管理センター内）
 ☎0266-82-0105
 ※臨床心理士によるこころの健康相談の紹介等
東部保健福祉サービスセンター【地域】玉川・豊平・泉野
 ☎0266-82-0026 
西部保健福祉サービスセンター【地域】宮川 ・ 金沢
 ☎0266-82-0073 
中部保健福祉サービスセンター【地域】ちの・米沢・中大塩
 ☎0266-82-0107 
北部保健福祉サービスセンター【地域】北山 ・ 湖東
 ☎0266-77-3000

こころの不調を

ひとりで我慢しないで

ひとりで

抱え込まないで
勇気を出して

相談してみよう

本人でなくても

相談できます

NPO 法人自殺対策支援センター ライフリンク
SNS やチャットによる自殺防止の相談を行います。
月 ・ 火 ・ 木 ・ 金 ・ 日 ： 17 時～ 22 時 30 分
水 ： 11 時～ 16 時 30 分 Twitter↑

＠yorisoichat
LINE↑

＠yorisoi-chat
チャット↑

https://yorisoi-chat.jp/

内容

申込期間

申込条件

市広報紙 「広報ちの」 有料広告の令和４年度

分の募集を開始します。

今年度から申し込みを第一期と第二期に分け

て受け付けます。

【第一期】 5月号（5月1日発行）分〜令和5年4月号

令和４年度分の希望枠を出していただき、 市

側で掲載枠の調整を行います。

【第二期】 6月号（6月1日発行）分〜令和5年4月号

第一期で申し込みのなかった枠の中から先着

順で掲載できます。

茅野市広報紙広告掲載実施要領をご覧ください。

【第一期】 ３月 1 日（火）～11日（金）

【第二期】 ３月23日（水）～随時受付

応募方法 申込書、広告原稿、事業概要の分かるもの （パ

ンフレット等）、 市外事業者の場合は納税証

明書を持参または郵送で提出してください。

実施要領の確認、 申込書のダウンロードはホームペー

ジからお願いします。

令和４年度

「広報ちの」広告募集

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
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